
令和７年度第４回鶴岡市地域公共交通活性化協議会 
（兼鶴岡市地域公共交通会議） 

 

                日時：令和８年１月２３日（金）午後 3時～ 

                    会場：鶴岡市役所大会議室 

  

… 次  第 … 

１ 開  会 

 

 

２ 挨  拶 

 

 

３ 報  告 

  （１）庄内交通 一般路線バスの運賃改定申請について 

         （情報提供）路線バス運賃の変更等について 

 

４ 協  議 

  （１）鶴岡市地域公共交通計画（令和 8～令和 12年度）案について 

 

  （２）羽黒地域市営バス 運賃改定について 

 

  （３）朝日地域公共交通 実証運行延長について 

 

  （４）その他 

 

 

５ その他（情報提供等） 

  ・高齢者等外出支援事業（ゴールドパス）・高校生等通学費支援事業について 

  ・今後のスケジュール 

 

 

 

６ 閉  会 



1 ½ý^ Oå0g _÷ û�

2 ÞÕî�3 w0}n �_÷ÿ÷Ûïvÿ û�

3 (N�)}��ð¹W_ w0}n û�

4 ÿN�ÿ}��ÿ´ôüW_ ÷Ý0ÿ{ ^ÛvÏ0}ÿþ�ÿºóù´óÿ

5 ÿN�ÿ}��ÿ´ôüW_½ýoø ÿ_0Ý û�

6 }��î�Û¿wmöÝ}\Wû_ _÷0mÌ �Ýõ÷0_åî

7 ÿ_î�wwWwýuÙ\ÓuÿÝÿÓÏÛb0 Úk0oo ½ýÿÓýcû�b÷0u}¼[

8 }��ÞÕÿ\oßÓï��º wN0_ º÷Ü_0�ýn{

9 ½ýïß� îß0s î�º÷0÷uyû

10 wWÛ¿\0}�Û¿o\ �Ý o� Û¿O�^�Û0}uÿ{ÿºóù´óÿ

11 }��ÞÕÿ\oßÿÛO�øÿÛº³~o÷ÿ ïo0�N û�³k�

12 ½ýWý_ûb Oî0ó[ ÷Ï û�

13 ½ý^�þ¿ùö³\_ ÷¿Ý0oÿ k�

14 ½ý^¯_�û�ÿyW_ _å0î[ û�

15 JA½ý{gø ÷Z0}ÿ û�

16 DEGAM½ýôüúºðóõüýü ¯}0{ û�

17 ½ý^�Õ_³\_ òå0ÿ û�³k�

18 ½ý^ëÿo�_³}Wû_ ïå0kÝ ÷Ï k�

19 åþ�Õ_÷³}Wû_ w�÷0ïÝ û�

20 ÿÞ{÷_ lu0g k�

21 û_{÷_ _ßû0Öû k�

22 �åwßëÿ_³}Wû_ _ßû0Ï k�

23 o�wßëÿ_÷_ ÞS]0wN û�

ÞÕî�3 Úk0ßû

ÞÕî�3 ow0ÿz

j__�±üû·üû¸¹wWo� Çß0ö{ ×�Ïm�

O�ø Nß0ï

O�øwßo�º ¶o0üÌ

O�øwßo�º oø0Oÿ[

O�øwßo�º Oo0mý

åþß�ÿÛO�º wu0Ýl

ÿÞß�ÿÛO�º �÷0ª

ßå0ïÿ

û_ß�ÿÛO�º ��}0Û

�åß�wßu�ºë²º ßå0ßÝ

�åß�wßu�ºë²º ßß0¿{

o�ß�ÿÛO�º ÞS]0ÿÝ[

^Û×ý�

_÷

�_÷

_÷

_÷

_\ð¹Ïmø0ø÷

³óµûö³ó°Ïmø

Ï
Û
\

ø÷

º÷

�ÿ

^�õ

wß~qu�ºO�¿u�ÿ

�ÿ

�ÿ

wß~qu�ºO�¿u^�õ

º÷

�Ï

ÿÛO�^�õ

�_÷

Óïûv��

�÷

o\÷

ÿ÷

vÏûÏÛ\÷

{gø_Ýõ÷

_÷

ø÷

�ÿ

�_÷

ò�w{ëÿo�_÷

b÷

ïè×ý��÷

_÷

_÷

oø÷

ÞÕî�öÝ}\Ýõ÷

�^÷

îÜÿ~þ½ý^wß}qî��gWWû_0û��]�

7 b00^ �0÷0] o00]
Wû_
�÷  ûkÿïvû��ÿ



 

 

 

庄内交通 一般路線バスの運賃改定申請について 

 

 庄内交通株式会社（本社：山形県鶴岡市 代表取締役社長 村 紀明）は、令和 8年 1月 20日付で国土交

通省東北運輸局に対し、路線バス（一般乗合バス）運賃の上限運賃変更認可申請を行いましたのでお知らせい

たします。 

 申請事由および申請概要等は以下のとおりです。ご利用のお客様におかれましては、諸事情をご賢察のうえ、

ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

 

１．申請事由 

 弊社は平成 21 年 7 月の前回改定以来、消費税率の引き上げや軽微な運賃改定を除き約 16 年間にわたり

現行の運賃水準による輸送サービスの提供に努めてまいりました。バス事業における深刻な運転士不足は依然

として厳しい状況にあり、人材確保のための賃上げや安全を確保するための設備投資がさらに必要であることに

加え、各種運送費用の高騰などにより輸送コストが上昇しており、収支面の改善が急務となっております。 

 このような経営環境のなか、公共交通事業者として安全安心かつ快適な輸送サービスを継続的に提供するた

めには、運賃の改定による収支改善が必要と判断し、今般、一般乗合バスの上限運賃変更認可申請を行ったも

のです。 

 

２．申請概要 

 (1) 上限運賃変更認可申請日 令和 8年 1 月 20 日（火） 

 (2) 運賃改定予定日  令和 8年 4 月  1 日（水） 

 (3) 申請対象路線   弊社、一般乗合バス（路線バス）全路線 

 (4) 上限運賃の平均改定率  14.93％ 

 (5) 現行・申請運賃比較表 

運賃制度 上限運賃 実施運賃予定 

対キロ区間制 現行 申請 現行 申請 

基準賃率 

初乗運賃 

52 円 27 銭 

200 円 

60 円 11 銭 

220 円 

－ 

200 円 

－ 

220 円 

※ 上限運賃とは、一般乗合バス事業の経営に必要な原価に応じて算出される、バス事業者が

収受してもよいとされる運賃の上限額をいいます。 

※ 実施運賃とは、認可が得られた上限運賃の範囲内で実施する、実際にお客様から収受する

運賃額をいいます。なお、実施運賃は現時点での予定であり、変更となる場合があります。 

 

３．これまでの経営改善および今後の取り組み 

 弊社ではこれまで、地域の実情等に合わせた運行経路の変更や、利用状況に合わせたダイヤの見直しにより

バス事業運営の適正化を行ってきました。 

また、ＩＣカードを導入し、現金収受を削減することでダイヤの定時制向上、事務の効率化にも努めてまいりました。 

 今後も、これまでの施策を深度化するほか、地域や行政等との連携を密にしながら継続的な地域の足となるべ

く路線網の再編等について検討するとともに、利便性の向上に繋がる施策を努めてまいります。 

 

４．サービス向上に向けた取り組み 

 弊社では、お客様の利便性向上を図るため、令和 4 年 5 月に「Suica」「PASMO」など全国相互利用可能な交

通系 IC カードとの相互利用も可能な地域連携 IC カード「shoko cherica（ショウコウ チェリカ）」を路線バス全路線

に導入しました。定期券サービスも当カードを使用した発行に統一し、運賃支払いや乗降の際も容易となり、導入

当初 IC カード利用率が約 3 割程度であったところ、現在約 7割となり、利用促進に寄与しております。 

 また、環境面への取り組みにおいても、行政や地域企業と情報共有連携しながら、環境負荷の低減を目指して

おります。 

 今後も利用促進および利便性向上には最大限注力し、サービス向上に努めてまいります。 

報告資料 １ 
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庄内交通 路線バスの運賃の変更等について 

【1】 「つるおか 1日乗り放題券」 運賃の変更について 

 

1．計画の概要 

 平成 29 年 9 月より、分かりやすい運賃設定をすることにより、市内各所を巡ってもらいたいとの考え

で、鶴岡市をエリアに分けた 1 日フリー乗降を可能の乗車券として設定し、地域住民の日々の外出や

観光来訪者からご利用いただいております。 

 令和8年4月1日に一般路線バス全路線の運賃改定を予定しており、対象区間の運賃が変更とな

ることから、変更に伴った適正な運賃への見直しを実施するための変更となります。 

 なお、A エリアは、鶴岡市内循環線が主な対象路線となり、当該路線の運賃変更は予定していない

ことから、変更なしといたします。 

 

2．変更しようとする運賃及び料金の種類、額及び適用方法 

種類 大人運賃 小児運賃 

現行 変更後 現行 変更後 

A エリア（鶴岡市街地） 700 円 700 円 350 円 350 円 

C エリア（鶴岡全域） 2,600 円 2,900 円 1,300 円 1,450 円 

 

［適用する路線及び対象区間］ 

№ 路線名 
対象エリア 

備考 
C エリア【鶴岡全域】 A エリア【鶴岡市街地】 

1 鶴岡市内循環線 A コース 全路線 全路線 協議路線 

2 鶴岡市内循環線 B コース 全路線 全路線 協議路線 

3 鶴岡市内循環線 C コース 全路線 全路線 協議路線 

4 鶴岡(加茂水族館)湯野浜温泉 全路線 エスモール～美咲東通り  

5 鶴岡(加茂水族館･物産館)湯野浜温泉 全路線 エスモール～庄内観光物産館  

6 鶴岡(善宝寺)湯野浜温泉 全路線 エスモール～美咲東通り  

7 鶴岡(善宝寺・物産館)湯野浜温泉 全路線 エスモール～庄内観光物産館  

8 鶴岡(三瀬)温海温泉 全路線 エスモール～ウエストモール  

9 鶴岡(稲生)湯田川温泉 全路線 エスモール～陽光町  

10 鶴岡(湯田川温泉)坂の下 全路線 エスモール～陽光町  

11 鶴岡(湯田川温泉)越沢 全路線 エスモール～陽光町  

12 こころの医療センター(稲生)湯田川温泉 全路線 エスモール～陽光町  

13 こころの医療センター(湯田川温泉)坂の下 全路線 エスモール～陽光町  

14 こころの医療センター(湯田川温泉)越沢 全路線 エスモール～陽光町  

15 鶴岡(ゆぽか)いでは文化記念館 全路線 エスモール～出羽庄内国際村  

16 いでは文化記念館(荒沢寺)羽黒山頂 全路線 －  

17 鶴岡-三川 エスモール～湯ノ沢口 －  

18 鶴岡-中央高校 全路線 全路線  

19 鶴岡-庄内観光物産館 全路線 全路線  

20 鶴岡(ヤマザワくしびき店)落合 全路線 エスモール～サウスモールみ～な  

21 鶴岡(山添)落合 全路線 エスモール～サウスモールみ～な  

  ※ただし、高速バス・空港連絡バス・季節運行・臨時運行は対象外 

 

3．実施予定日   令和 8年 4月 1日 
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【2】 「鶴岡市内（通勤・通学）定期券」 運賃の変更について 

 

1．計画の概要 

 この定期券は、鶴岡市街地エリアを対象としたエリア定期券として設定したものです。令和4年10月

再編運行開始した鶴岡市内循環線に係る定期券となっております。 

 当該定期券は、鶴岡市内循環線だけではなく、重複する市街地区域の一般路線バスの一部区間も

対象となっております。協議運賃である鶴岡市内循環線の運賃変更は予定しておりませんが、一般路

線バス全路線の運賃改定を予定しており、対象区間の運賃が変更となることから、変更に伴った適正

な運賃への見直しを実施するための変更となります。 

 

2．変更しようとする運賃及び料金の種類、額及び適用方法 

種類 期間 
定期券額 

現行 変更後 

鶴岡市内通勤定期券 

1 ヶ月 11,340 円 13,860 円 

3 ヶ月 32,320 円 39,500 円 

6 ヶ月 61,240 円 78,210 円 

鶴岡市内通学定期券 

1 ヶ月 10,800 円 11,880 円 

3 ヶ月 30,800 円 33,860 円 

6 ヶ月 58,300 円 67,040 円 

 

［適用する路線及び対象区間］ 

№ 路線名 対象区間 備考 

1 鶴岡市内循環線 A コース 全路線 協議路線 

2 鶴岡市内循環線 B コース 全路線 協議路線 

3 鶴岡市内循環線 C コース 全路線 協議路線 

4 鶴岡(加茂水族館)湯野浜温泉 エスモール～美咲東通り  

5 鶴岡(加茂水族館･物産館)湯野浜温泉 エスモール～庄内観光物産館  

6 鶴岡(善宝寺)湯野浜温泉 エスモール～美咲東通り  

7 鶴岡(善宝寺・物産館)湯野浜温泉 エスモール～庄内観光物産館  

8 鶴岡(三瀬)温海温泉 エスモール～ウエストモール  

9 鶴岡(稲生)湯田川温泉 エスモール～稲生  

10 鶴岡(湯田川温泉)坂の下 エスモール～稲生  

11 鶴岡(湯田川温泉)越沢 エスモール～稲生  

12 こころの医療センター(稲生)湯田川温泉 茅原～稲生  

13 こころの医療センター(湯田川温泉)坂の下 茅原～稲生  

14 こころの医療センター(湯田川温泉)越沢 茅原～稲生  

15 鶴岡(ゆぽか)いでは文化記念館 エスモール～東原町  

16 鶴岡-三川 エスモール～茅原  

17 鶴岡(ヤマザワくしびき店)落合 エスモール～城南町  

18 鶴岡(山添)落合 エスモール～城南町  

 ※ただし、高速バス・空港連絡バス・季節運行・臨時運行は対象外 

 

3．実施予定日   令和 8年 4月 1日 

  



3 

 

 

【3】 「ゴールドパス」・「自動車運転免許証返納者割引定期券」 運賃の変更について 

 

1．計画の概要 

 高齢者や自動車運転免許証を自主返納された方が庄内一円を気軽に移動できるよう、路線バス全

線を対象にしたフリーエリアの定期券を設定し、通院・買い物・趣味やおでかけなどに多くの方からご利

用いただいております。 

 令和8年4月1日に一般路線バス全路線の運賃改定を予定しており、対象区間の運賃が変更とな

ることから、変更に伴った適正な運賃への見直しを実施するための変更となります。 

 

2．変更しようとする運賃及び料金の種類、額及び適用方法 

種類 期間 
定期券額 

現行 変更後 

ゴールドパス(高齢者割引定期券) 

自動車運転免許証返納者割引定期券 

1 ヶ月 10,370 円 11,400 円 

3 ヶ月 28,000 円 30,800 円 

6 ヶ月 56,000 円 61,000 円 

1 年 112,000 円 120,800 円 

   ［対象路線］  一般路線バス全線（高速バス、空港連絡バス、季節運行、臨時運行は対象外） 

    鶴岡市内循環線（協議路線） 

 

3．実施予定日   令和 8年 4月 1日 



鶴岡市地域公共交通計画（令和8～12年度）の策定について

-1-

１．計画概要

（１）策定主体 鶴岡市地域公共交通活性化協議会（会長：副市長）

（２）策定期間 令和８～１２年度

（３）計画の概要

➢ 本市では、令和３年度に「鶴岡市地域公共交通計画（R3年度～R7年度）（以下、前計画）」を策定し、路線バス、

地域内交通（市営バス・デマンド交通等）の再編などの各種取り組みを進め、主要拠点間を結ぶ公共交通ネット

ワークの維持や、高齢者や通学者の移動支援、地域内交通の確保など、一定の成果が見られている。

➢ 少子高齢化の進行や人口減少が一層進み、運転免許証自主返納者の増加などに伴う移動手段確保の必要性が高

まっている。また、利用者の減少や運転手不足によるバス路線の廃止など、公共交通を取り巻く環境は大きく変

化している。

➢ 地域特性や住民ニーズを踏まえた持続可能な交通体系の再構築を図るため、地域公共交通の現状を総合的に検証

し、今後の方向性と具体的な施策を整理した「鶴岡市地域公共交通計画（R8～R12年度）（以下、本計画）」を策

定する。

（４）計画の目的

➢ 地域公共交通計画には「地域にとって望ましい地域公共交通ネットワークの姿」を明らかにする「マスタープラ

ン」としての役割を果たすことが求められている。

➢ 次期計画においては、現計画の内容を引き継ぐ新たな地域公共交通のマスタープランとして、これまでの事業推

進により新たに発生した課題や継続して対応すべき課題を踏まえるとともに、地域の様々な輸送資源を活用した

市全体の移動手段が一体となったネットワークの将来像を示す。

（５）計画の策定方法

➢ 現計画の検証、市民アンケート調査や交通事業者ヒアリング等を踏まえ、本市の公共交通を取り巻く課題

を整理

➢ 基本方針（目指す将来像）、基本目標と施策の方向性を整理

➢ 具体的な施策、取組等の立案

R8.1.23
鶴岡市地域公共交通活性化協議会



２．前計画の目標指標の達成状況
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達成状況：○（目標値を達成）、△（目標値の達成に向け進展）、▼（目標値より後退）

目標指標 策定時 目標値（2025年） 現況値 達成状況

指標

①

公共交通の利用者数

(年間利用者数/実車走行距離)

0.5

（2020年度）

0.55

（2025年度）

【増加目標】

0.53

（2023～2024年度）
△

指標

②

公共交通への公的資金投入額

（利用者一人当たり）

379円

（2020年度）

350円

【改善目標】

376円

（2023～2024年度）
△

指標

③

地域間幹線系統・市単独補助系統に該当する

系統の収支率

33.2％

(2020年度)

45.0％

(2025年度)

【増加目標】

39.3％

（2023～2024年度）
△

指標

④

中心市街地でのバス乗降者数の増加

（鶴岡市役所、本町川端通り、銀座通り、山王町、

鶴岡駅）

394人

（2020年度）

413人

（2025年度）

【増加目標】

304人

（2024年度）

※市内循環線の現金利用者データ含まない

▼

指標

⑤

公共交通の分担率

（日常的に鉄道・バス・タクシーを使う住民の割

合）

2.4%

（2020年度）

2.4%

（2025年度）

【現状維持】

1.4％

（中間実績値）
▼

指標

⑥

主要観光地バス停の乗降客数

（出羽三山・加茂水族館 等）

338人

（2020年度）

370人

（2025年度）

【増加目標】

201人

（2024年度）

※市内循環線の現金利用者データ含まない

▼

指標

⑦
駅や商店街の歩行者数

3,691人

（2020年度）

4,480人

（2025年度）

【増加目標】

5,122人

（2024年度）
○

指標

⑧

地域内交通の利用割合

（利用者数/地域人口）

0.46

（2020年度）

0.5

（2025年度）

【増加目標】

0.63

（2024年度）
○

指標

⑨

免許返納者数の拡大

（本市が実施する自主返納支援事業申請者数）

685人

（2020年度）

700人

（2025年度）

【増加目標】

414人

（2024年度）
▼

指標

⑩

キャッシュレス決済の導入率

（キャッシュレス決済を導入している市内タクシー

事業者の割合）

46.7％

（2020年度）

100％

（2025年度）

【増加目標】

90.0％

（2025年度）
△

指標

⑪

低床車両の導入率

（乗合バス事業者におけるノンステップ・ワンステッ

プバスの導入割合）

58.0％

（2020年度）

64.0％

（2025年度）

【増加目標】

61.4％

（2024年度）
△
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３．市民アンケート調査結果のまとめ（主な課題や意見を抽出）

市民の外出目的ごとの移動実態や公共交通の利用ニーズなどを把握するため、市民アンケート調査を実施

（１）市内循環バスの利用状況

•鶴岡市循環バスを直近3か月以内に「利用した」10.8％（93人）

•利用頻度の状況…「年に数回」45.2％（42人）「月に数回」が28.0％（26人）

•利用の目的…「買い物」39.8％（37人）、「通院・通所」26.9％（25人）

•利用しない理由…「自家用車等を利用する方が便利だから」81.4％（617人）「自宅または目的地付近で利用できるバス停がない」14.6％（111人）

•移動で困っていること…「自家用車でないと移動できない」35.9％（308人）「路線バス等が使いにくい・本数が少ない」22.8％（196人）

（２）公共交通の利用状況

•市内を運行する公共交通を直近3か月以内に「利用した」22.3％（270人）

•利用頻度の状況…「年に数回」が63.0％（170人）「月に数回」15.9％（43人）

•利用の目的…「観光・レジャー」が51.9％（140人）「買い物」18.1％（49人）

•利用しない理由…「自家用車等を利用する方が便利だから」88.0％（773人）「自宅または目的地付近で利用できるバス停がない」10.8％（95人）

•移動で困っていること…「自家用車でないと移動できない」40.2％（486人）「路線バス等が使いにくい・本数が少ない」25.5％（308人）

（３）一般タクシーの利用状況

•一般タクシーを直近3か月以内に「利用した」12.6％（152人）

•利用頻度の状況…「年に数回」59.2％（90人）、「月に1日以下」20.4％（31人）

•利用の目的…「通院・通所」26.3％（40人）、「観光・レジャー」20.4％（31人）

•利用しない理由…「夜の時間帯に予約が取りにくい」38.2％（58人）、「運賃が高いと感じる」24.3％（37人）

•利用する理由…「バスの運行本数が少なく、時間が合わないから」48.7％（74人）、「行きたい場所まで直接行けるから」42.1％（64人）

（４）回答者が思う公共交通の役割

•公共交通の役割…全ての地区で「自分が車を運転できなくなった時などの日々の生活のための移動手段としての役割」が最も高く「車を運転できない人の

日々の生活のための移動手段としての役割」と続いている。⇒将来への不安、自家用車を運転できなくなった場合の手段として公共交通への期待
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４．前計画の課題の検証

課題 考察・対応の方向性

①

居住環境としての魅力向上に向けた鶴岡市街地の

公共交通ネットワークの利便性向上が必要

【継続的に対応すべき課題】

・鶴岡市内循環バスの再編等により、市街地における公共交通の利便性は一定程度向上し、利用者数の増加
など具体的な成果が見られました。

・一方、中心市街地の活性化や来訪者の滞在性向上など、まちづくりの取組は現在も進行中であり、公共交
通との連動は引き続き重要です。

・都市再興基本計画等と連動しながら市街地ネットワークの利便性向上に継続して取り組む必要があります。

②

各地域から鶴岡市街地へのアクセス手段を“適切

に”確保・維持することが必要

【形を変えて継続すべき課題】

・各地域から市街地への移動軸を明確化してきましたが、長距離路線における利用の偏在や運行コストの増
加により、路線の持続性が新たな問題として顕在化しています。

・各地域住民の生活の足を確保する観点から、一定以上のサービス水準を維持すべき区間等を明確化し、持
続可能な形で市街地へのアクセス手段を確保していく必要があります。

③
地域内交通の持続性を高めることが必要

【形を変えて継続すべき課題】

・地域内交通の導入により交通空白地への対応は進展したものの、地域ごとに利用状況や定着度に差が見ら
れ、それぞれが抱える問題が異なります。

・地域特性や移動ニーズを踏まえた再編・見直しを行い、利用促進とあわせて地域内交通の持続性を高めて
いくことが必要です。

④

通学等の移動利便性の維持に向けた広域的なネッ

トワークの維持が必要

【継続的に対応すべき課題】

・鉄道や都市間・地域間路線バスは、通学をはじめとした市民の日常生活を支える重要な移動手段であり、
少子化や利用者減少が見込まれる中においても、通学等の移動利便性を確保する観点から、引き続き広域
的な公共交通ネットワークの維持・確保に取り組む必要があります。

⑤

観光等の移動を踏まえた広域的ネットワークと路

線バスの持続性の維持・向上が必要

【形を変えて継続すべき課題】

・観光需要は回復傾向にあり、今後の観光施設の整備やイベント等を見据えると、観光地へのアクセス性確
保の重要性が高まっています。

・広域路線や路線バスだけではなく、夜間の移動手段確保なども新たな問題として顕在化しているため、観
光動向等に応じた見直しを図る必要があります。

⑥

市民及び来訪者等のそれぞれの移動に対応した

「拠点」の設定が必要

【形を変えて継続すべき課題】

・地域内交通の導入や廃止路線バスの代替輸送が進む中、乗り継ぎ機能を新たに考慮すべき拠点の重要性が
高まっています。

・市民や来訪者の移動特性を踏まえ、既存拠点の機能維持・向上とあわせて、新たな拠点における乗り継ぎ
機能の確保を検討する必要があります。

⑦

公共交通の利便性向上の取り組みと合わせた周

知・広報の実施が必要

【形を変えて継続すべき課題】

・公共交通の利便性は向上しているものの、その内容が十分に市民に伝わっていない場面も見られます。
・利用促進や意識醸成を目的とした周知・広報を一体的に行い、公共交通を選択肢として認識してもらう取
組が必要です。

⑧

利用しやすさ・わかりやすさの向上に向けたシー

ムレスな利用環境の構築が必要

【形を変えて継続すべき課題】

・地域内交通への代替輸送の切り替えが進んだことで、乗り継ぎや情報取得における利用者負担が増加して
います。

・このため、情報提供や待合環境、動線等を含めたシームレスな利用環境の構築を進め、わかりやすさと利
便性向上を図る必要があります。

⑨
運転手不足への対応が必要

【継続的に対応すべき課題】

・運転手不足は、少子高齢化や2024年問題を背景に、近年さらに深刻化しています。
・公共交通サービスを将来にわたり安定的に提供していくためには、人材確保や業務効率化等を含めた継続
的な対応が不可欠であり、継続的に取り組むべき課題の一つです。
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５．前計画から継続して取り組む課題及び新たに発生している課題（本計画の課題）
各地域から鶴岡市街地への一定レベルのサー

ビス水準を適切に維持することが必要【新】

➢ 各地域から、行政・商業・医療機関が集積している市街地への生活
の足を確保していくためにも、確保すべき区間等を明確化し、持続
可能な路線の維持が必要

課題１

観光等の市内滞在を支える移動手段の確保が

必要【新】
➢ 郊外観光地へのアクセス性の維持や夜間における移動手段の確保、
モード間の連携強化など、来訪者が安心して市内を巡り、滞在でき
る移動環境の確保が必要

課題２

夜間の移動手段が不足【新】

➢ 「夜間のタクシーの予約が取りにくい」との声があるが、実態がわ
からない。市内タクシー事業者や商工観光団体、医療福祉関係者な
どと意見交換を行い、夜間運行の実情や課題・検証が必要

課題３

乗継利便性の向上に向けたシームレスな利用

環境の構築が必要【新】

➢ 路線バスと地域のデマンド交通との乗継利便性の向上に向けた情報
環境の整備が必要

課題４

まちづくりと連動した市街地ネットワークの

利便性向上が必要【継】

➢ 都市再興基本計画や中心市街地活性化基本計画など、まちづくりと
連動し市街地ネットワークの利便性の向上が必要

課題５

通学等の移動利便性の維持に向けた広域

ネットワークの維持が必要【継】

➢ 通学等の日常的な広域移動手段である広域ネットワークの維持が必要

課題６

運転手不足への対応が必要【継】

➢ 継続的に将来の公共交通を担う人材の確保が必要

課題７

鶴岡駅北西部をはじめとした交通空白地の

解消が必要

➢ 駅北西部居住者の移動手段は限定的で、将来的な取組が必要

鶴岡

市街地や地域内ニーズに対応した地域内交通

の見直し及び利用定着の促進が必要

➢ 地域内交通利用の定着促進が必要

藤島

「羽黒山頂線」との役割分担を明確にした

上で交通空白地への対応が必要

➢ 路線バスとの役割分担と地域内ニーズへの対応が必要

羽黒

乗継利便性の向上による市街地への

アクセス性向上が必要

➢ 地域内交通の運行エリア外の市街地へのアクセス性向上が必要

櫛引

定路線型運行の維持 及び 櫛引地域への移動

手段の確保が必要

➢ 地域を超えた移動手段の検討・確保等の対策が必要

朝日

モード間の連携による「鼠ヶ関地区」への

移動利便性の向上が必要

➢ 鉄道や乗合タクシーとの連携による移動利便性の向上が必要

温海



基本目標－Ⅱ

基本目標１ くらしと賑わいを支える公共交通ネットワークの確保・維持

地域内の公共交通ネットワークの確保・
維持

施策の方向性
１

都市間・地域間を結ぶ公共交通
ネットーワークの確保・維持

施策の方向性
２

基本目標２ 公共交通サービスの持続可能な運営基盤の構築

公共交通サービスの安定供給体制の確保施策の方向性
３

地域・住民との協働による運営体制の確保施策の方向性
４

基本目標３ わかりやすく利用しやすい公共交通の環境の改善

利用しやすい空間の
構築

施策の方向性
５

わかりやすい情報の
発信強化

施策の方向性
６

公共交通のさらなる
利用促進

施策の方向性
７
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６．計画の基本方針、基本目標、数値目標

指標
現況値
（R6）

中間モニタリング
（R10）

目標値
（R12）

地域間幹線系統・市単独補助系統に該当する系統の収支率 39.2% 40.9%以上 42.0%以上

公共交通への公的資金投入額（利用者一人あたり） 373円 369円以下 362円以下

都市間・地域間を結ぶ路線数（デマンド交通の定時定路線含む） 30路線 30路線 30路線

指標
現況値
（R6）

中間モニタリング
（R10）

目標値
（R12）

乗務員の在籍人数 229人（R7.10時点） 229人 229人

地域・住民協働による施策の展開数 16事業/ 16事業/年以上 16事業/年以上

指標
現況値
（R6）

中間モニタリング
（R10）

目標値
（R12）

公共交通の利用者数 0.53 0.59以上 0.61以上

免許返納者数 414人 581人以上 665人以上

≪基本方針（目指す将来像）≫ 暮らしを支え、未来につなぐ。持続可能な公共交通の実現

～住み続けられるまちを支える、交通ネットワークの構築～



基本目標－Ⅱ
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７．地域公共交通ネットワークの将来イメージ図



基本目標－Ⅱ
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８．基本目標達成に向けた施策の方向性と主な施策、具体的な施策、スケジュール



基本目標－Ⅱ
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８．基本目標達成に向けた施策の方向性と主な施策、具体的な施策、スケジュール



基本目標－Ⅱ
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８．基本目標達成に向けた施策の方向性と主な施策、具体的な施策、スケジュール



羽黒市営バス 運賃改定について 

市営バス（羽黒地域 上川代・小増川線、今野線） 

…道路運送法第 79条の 3の規定に基づく自家用有償旅客運送（交通空白地有償運送）として許可を得

て運行 

 

１．改正の概要 

⚫ 市営バスの運行は、羽黒地域のみ（スクールバス混乗を除く）。 

⚫ 市営バスの使用料については、平成 29年以来、改正を行っていない。 

⚫ 人件費の増加などの要因から、市営バス委託料が毎年増加しており、令和２年度から令和６年度の

経費増加率は 34％となっている。 

⚫ 市有施設等の使用料見直しの方針に合わせ、市営バスの使用料金を改正するもの。 

 

２．具体的な改正内容 

⚫ 羽黒地域を走行する市営バス 上川代・小増川線、今野線の利用料金について以下の通り変更する

もの 

 

乗車地点から降車地点までの距離 使用料（改正前） 使用料（改正後） 

5キロメートル未満 100円 130円 

5キロメートル以上 10キロメートル未満 200円 260円 

10キロメートル以上 15キロメートル未満 300円 390円 

15キロメートル以上 20キロメートル未満 400円 520円 

20キロメートル以上 500円 650円 

 

 区分 金額 

改正前 100円 22枚綴 2,000円 

改正後 130円 22枚綴 2,600円 

 

 

３．今後のスケジュール 

（１）地域の同意 

羽黒地域市営バス利用拡大協議会において、使用料改正の同意を得る（R7.12.4協議済） 

（２）鶴岡市地域公共交通会議での運賃協議（R8.1月） 

（３）市議会での議決 

（４）使用料改正の周知 

（５）令和８年１０月 1日施行予定 

 

協議資料２ 



１ 

朝日地域公共交通の実証運行延長について 

１．実証運行の概要 

 令和７年６月末に廃止された庄内交通バス上田沢線・大網線に替わる路線

定期型運行である「あさひバス」と、朝日地域市営バスに替わる事前予約制

デマンド運行である「あさひデマンドカー」を、道路運送法第２１条に基づ

き令和７年７月１日より実証運行を開始した。 

 

２．実証運行期間 

 令和７年７月１日から令和１０年３月３１日まで（概ね３年間実施予定） 

 ※現在の運送許可期間が令和８年３月３１日までとなっているため、 

令和９年３月３１日まで実証運行の延長申請を予定。 

 

３．運営主体 

 朝日地域公共交通運営協議会 

 

４．運行体制 

 タクシー事業者による委託運行 

 

５．運行方法 
 （１）方式・本数 

  ①あさひバス：運行事業者の車両を使用し、廃止した路線バスのバス停留所 

と運行ルートを引き継いだ路線定期型の運行とする。 

   ・上田沢線（朝日庁舎⇔上田沢）     往復１便/日 

   ・大網線（下村口・朝日庁舎⇔大網局前） 往復１便/日 

 

  ②あさひデマンドカー：運行事業者の車両を使用し、事前予約制のデマンド型 

の運行とする。 

   ・南部線（朝日庁舎方面⇔大鳥方面）   往復３便/日 

   ・東部線（朝日庁舎方面⇔田麦俣方面）  往復３便/日 

 

 （２）運行日 

  「あさひバス」「あさひデマンドカー」ともに月曜から金曜の平日運行 

とし、土日祝祭日、年末年始期間（12/29～1/3）は運休とする。 

協議資料４ 



２ 

路線定期型「あさひバス」について 

１．利用方法 

 ①時刻表に記載の時間にバス停留所で乗車する。 

 ②目的地のバス停留所に到着後、運賃を支払い下車する。 

 

２．時刻表 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．運賃 

 ゾーン運賃制とし、１００円から３００円の範囲内とする。 

 

 

 

 

 

 

（割引制度） 

 ①障害者手帳をお持ちの方・・・・・・・・・・・・・・半額 
 ②小学生の方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・半額 
 ③小学生未満の方・・・・・・・・・・・・・・・・・・無料 
 ④大網・上田沢診療所をご利用の方・・・・・・・・・・無料 
 ⑤庄内交通で発行している各種定期券をお持ちの方・・・無料 
  ※通勤・通学定期券、ゴールドパス、運転免許返納者割引券など 

バス停 時刻 バス停 時刻 バス停 時刻 バス停 時刻

上田沢 6:20 朝日庁舎 19:20 大網局前 6:25 朝日庁舎 19:20
診療所前 6:20 下本郷 19:21 大網 6:25 沖田 19:26

上田沢公民館前 6:21 湯ノ沢岳登山口 19:21 米の粉の滝ドライブイン 6:29 朝日スポーツセンター前 19:27
南部コミセン前 6:21 朝日中学校 19:22 月山あさひ博物村 6:30 谷口 19:28

倉沢口 6:22 上本郷 19:23 かみの 6:31 立岩 19:29
下田沢中村 6:23 高瀬口 19:24 上名川 6:32 産直あさひ・グー 19:30
下田沢 6:23 本郷神社前 19:25 柳屋 6:33 新落合発電所 19:31
尾浦橋 6:24 行沢口 19:25 名川 6:34 下名川 19:32

八久和発電所 6:24 中砂川 19:26 下名川 6:35 名川 19:33
大針上 6:25 砂川公民館 19:27 新落合発電所 6:36 柳屋 19:34
大針 6:26 砂川西村 19:28 産直あさひ・グー 6:37 上名川 19:35

大針公民館 6:27 上砂川 19:29 立岩 6:38 かみの 19:36
西村口 6:28 小針 19:30 谷口 6:39 月山あさひ博物村 19:37
小針 6:30 西村口 19:31 朝日スポーツセンター前 6:40 米の粉の滝ドライブイン 19:38
上砂川 6:31 大針公民館前 19:32 沖田 6:41 大網 19:42
砂川西村 6:32 大針 19:33 下村口 6:43 大網局前 19:42
砂川公民館 6:32 大針上 19:34
中砂川 6:33 八久和発電所 19:35
行沢口 6:34 尾浦橋 19:36

本郷神社前 6:34 下田沢 19:37
高瀬口 6:35 下田沢中村 19:38
上本郷 6:36 倉沢口 19:39

朝日中学校 6:37 南部コミセン前 19:40
湯ノ沢岳登山口 6:38 上田沢公民館前 19:41

下本郷 6:39 診療所前 19:42
朝日庁舎 6:40 上田沢 19:43

【上田沢線】 【大網線】

朝
日
庁
舎
行
き

上
田
沢
行
き

下
村
口
行
き

大
網
局
前
行
き

上田沢⇒朝日庁舎・大網局前⇒下村口までの運賃目安

倉沢口 砂川西村 朝日庁舎

100円 200円 300円

上名川 産直あさひ・グー 下村口

100円 200円 300円

上田沢線

大網線



３ 

デマンド型「あさひデマンドカー」について 

１．利用方法 
①あらかじめ「氏名・住所・電話番号等」を朝日庁舎又はコミュニティ 

センターで登録し、会員証の交付を受ける。 

 ②運行事業者に利用したい日の２日前までに電話又は FAX で予約をする。 

 ③予約の際に、「会員番号・利用日時・指定場所及び帰りの時刻等」を伝える。 

 ④予約した日時に迎えの車両に乗車する。 

 ⑤指定場所に到着後、運賃を支払い下車する。 

 

２．指定場所 

 指定場所（１９箇所＋あさひバス停留所） 

中央地区 

（１０箇所） 

朝日庁舎、朝日中央コミュニティセンター、かたくり温泉ぼんぼ 

産直あさひ・グー、朝日スポーツセンター、A コープあさひ店、 

JA 庄内たがわ朝日出張所、高速道路バスストップ、 

朝日郵便局、羽前本郷郵便局 

南部地区 

（５箇所） 

朝日南部コミュニティセンター、上田沢出張所（南出張所）、 

大泉郵便局、タキタロウ館、大鳥自然の家 

東部地区 

（４箇所） 

大網地区地域交流センター、大網診療所、大網郵便局、 

旧遠藤家住宅 

あさひバス停留所 

 

３．時刻表 

 

 

 

 

 

４．運賃 
 中央・南部・東部の３地区に分け、同一地区内の移動は２００円、地区を

またいだ移動は４００円とする。 ※割引制度はあさひバス同様 

 

 

地区名 ① ② ③ 地区名 ① ② ③
朝日庁舎/本郷/熊出 8:00 12:15 14:45 朝日庁舎/東岩本 8:30 12:15 14:45

大針 8:15 12:30 15:00 名川 8:45 12:30 15:00

大泉 8:30 12:45 15:15 大網 9:00 12:45 15:15

大泉 9:30 13:45 16:15 大網 9:30 13:15 15:45

大針 9:45 14:00 16:30 名川 9:45 13:30 16:00
本郷/熊出/朝日庁舎 10:00 14:15 16:45 東岩本/朝日庁舎 10:00 13:45 16:15

15:30
朝
日
庁
舎

　
方
面
行
き

朝
日
庁
舎

　
方
面
行
き

【南部線】 【東部線】

大
鳥
方
面
行
き

田
麦
俣
方
面
行
き

大鳥 9:00 13:15 15:45 田麦俣 9:15 13:00

 出発　 行先 中央地区 南部地区 東部地区

中央地区 ２００円 ４００円 ４００円

南部地区 ４００円 ２００円 ４００円

東部地区 ４００円 ４００円 ２００円


